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第８章 災害廃棄物対策の推進・計画の進捗管理

平時から災害廃棄物処理に係る備えを進め、県・他市町村・事業者・町民の連

携により災害廃棄物の適正かつ円滑・迅速な処理を通じて早期の復旧・復興につ

なげるとともに、環境負荷の低減、経済的な処理を実現する。

１ 災害廃棄物処理計画による実行性の向上

○本計画を通じて庁内及び県、他市町村、事業者、町民とともに災害への備

えの重要性を共有し、それぞれの行動につなげるよう働きかける。

○災害廃棄物処理に関連して BCPを策定し、災害時の行動の強化を図る。

２ 情報共有と教育・訓練の実施

○これまでの災害廃棄物処理の経験を継承し、経験を活かしていくことで、

今後の災害廃棄物処理に係る対応力の向上につなげる。

○県、他市町村、事業者等の関係者との情報共有・コミュニケーションを図

り連携を強化するとともに、目的に応じた効果的な教育・訓練を定期的に

実施する。

３ 進捗管理と課題の抽出

○教育・訓練の実施状況や仮置場候補地の現状を毎年確認するとともに、県等

関係者との情報共有・コミュニケーションから課題の抽出を行い、評価・検

討を通じて、対応力の向上を図る。

○災害時の初動期から復旧・復興期までの行動を記録し、災害廃棄物処理に

おける課題の抽出を行う。

４ 災害廃棄物処理計画の見直し

○本計画の実行性を高めるため、計画の見直しを随時検討し、必要に応じ改定

を行う。


